
ご 案 内 
平成 17年 2月 12日 

金融機関関係各位 
 ご担当者様   

                          〒 332-0032 
               埼玉県川口市中青木二丁目２０番３７号 
               島崎 司法書士・土地家屋調査士事務所 

                            担当 司法書士 島崎仁嗣 
TEL048-251-3310 ・FAX048-255-7502  

                  E-mail ：shima@shimazaki-net.jp 
HP・URL http://www.shimazaki-net.jp 

 

拝啓 向春の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別の

ご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、先般より、融資課の皆様にもご案内申し上げておりましたが、いよい

よ本年 3 月７日（あと１ヶ月を切りました！）新不動産登記法が施行になりま
す。 
それに伴い、融資に関連した担保設定の登記をはじめ、登記の仕組みが大幅

に変わり、私どもの登記業務の形態も大きく変わります。（詳しくは別添解説書

をごらんください。） 
そのため、少なからず、貴行の皆様には多大なるご面倒をおかけすることと

なりますが、ご配慮を賜りながら、業務に支障のないように努めてまいる所存

です。 
従いまして、別添の書類のご準備をいただくこととなりますので、よろしく

お願い申し上げます。 
とりいそぎ失礼ながら、ご案内を申し上げますとともに貴行の益々のご発展

を祈念申し上げます。 

敬具 
重大な変更点 
１． すべての登記に「登記原因証明情報」を添付することになりました！ 
（抵当権設定、抵当権抹消問わず）―従来の設定契約書でも対応できます

が、お客様の承諾が必要です。 
 

２． 印鑑証明書の原本還付ができなくなったため、お客様はじめ余分にご用
意いただくことになります！ 

 
３． 登記済証が無い場合の「本人確認証明情報」作成のため「業務権限証明
書」が必要になります。 

 
４． その他必要に応じて、本人確認が厳重になります。 
 
以上 よろしくお願い致します。詳しくは当事務所 HPをご覧下さい。 
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